
事件番号 不服申⽴⽇ 処分根拠法令 裁決⽇ 申⽴内容 裁決内容 裁決

令和2年⻄福総審第
1号

令和2年4⽉2⽇ — 令和2年5⽉13⽇
成年後⾒制度利⽤⽀援事業後⾒
⼈等の報酬助成⾦の不交付決定
の取消しを求めるもの

成年後⾒制度利⽤⽀援事業後⾒⼈等の報酬助成⾦の
交付は、補助⾦の交付に当たり、私法上の贈与契約
と同視できることから、審査請求の前提となる⾏政
処分が存在せず、本件審査請求は不適法である。

却下

令和2年⻄市総審第
１号

令和2年7⽉1⽇
⻄宮市医療費助成条
例

令和2年12⽉21⽇
⾼齢障害者医療費助成の受給資
格不認定処分の取消しを求める
もの

本件においては、受給資格の認定に際し、審査請求
⼈の配偶者の市町村⺠税所得割の額を合算すること
が合理性を⽋くとの認定に⾄る特段の事情があると
はいえず、本件処分には、違法⼜は不当な点はな
い。

棄却

令和2年⻄税管審第
1号

令和2年7⽉20⽇ 地方税法 令和3年1⽉26⽇

固定資産税及び都市計画税の賦
課に関する処分の取消し、賦課
決定の⽇に遡及した非課税及び
免税並びに納付した⾦銭の返⾦
を求めるもの

法令及び判例に基づき判断をすると、本件賦課処分
の対象となっている土地及び家屋は非課税とすべき
ものではないことから、本件処分に違法⼜は不当な
点はない。

棄却

令和2年⻄政総審第
1号

令和2年12⽉24⽇ ⾃衛隊法施⾏令 令和3年1⽉20⽇

⾃衛官募集事務に係る募集対象
者情報の提供が違憲⼜は違法で
あることの確認及び今後同様の
処分を⾏ってはならないとの裁
決を求めるもの

本件情報の提供は、⾏政処分には当たらないことか
ら、本件審査請求は不適法である。

却下

令和２年度裁決⼀覧


